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公共工事の品質確保に向けた取組み 

笛田俊治＊  塚原隆夫＊＊ 
 

1．はじめに 1 

 国土交通省直轄事業における公共事業の品質の

さらなる確保・向上を図るため平成21年度に発

足した「総合評価方式の活用・改善等による品質

確保に関する懇談会」（座長：小澤一雅東京大学

大学院工学研究科教授）は、平成21年11月およ

び平成22年3月の計2回開催され、平成20年度に

おける総合評価方式の実施状況を報告するととも

に、平成20年度にとりまとめた改善策等の実施

結果について、分析・評価を行った。また、設

計・施工一括方式等について活用を図るとともに、

受発注者間のリスク分担に関するフォローアップ

を実施した。また、入札契約手続きや審査・評価

方法の透明性を確保する観点から、工事の総合評

価落札方式等の改善に関する取組み方針について

検討を行った。ここではこれらの検討成果をとり
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まとめて報告する。（なお、紙面の都合から図を

一部割愛しているので、詳細は国土技術政策総合

研 究 所 建 設 マ ネ ジ メ ン ト 技 術 研 究 室 の

HP(http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm)
をご参照いただきたい。）  

2．直轄工事における総合評価方式の実施状

況（平成20年度年次報告） 

 総合評価方式の普及・拡大、ダンピング防止策、

入札契約制度に関する諸課題への確実な対応に資

するため、平成20年度に同方式により調達され

た国土交通省直轄工事を対象に、落札者の状況、

技術評価の実施状況、実績重視型の導入効果等に

ついて分析し、年次報告としてとりまとめた。 
 分析の結果、価格競争と技術競争のバランス

（最高得点者が落札した割合について平成18年度

に対し平成20年度は増加したこと）、施工体制確

特集：建設生産システムの生産性向上にむけて 

 
図-1 落札者の内訳（上段：簡易型、下段：標準型）  
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認型の導入による品質確保効果（簡易型、標準型

とも、施工体制確認型は施工体制確認型以外に比

べ、落札者の応札率（平均）が高く、応札率75%
を下回る応札はほとんど見受けられないこと。平

成 18年度の施工体制確認型実施以前の落札率

70%未満の工事に比べ、平成19年度の施工体制

確認型の落札率70%～80%の工事成績評定点が

2.6点高いこと）等が明らかとなった（図 -1及び

図-2）。 
 また、実績重視型を導入した工事における公示

日から入札日までの平均所要日数は、実績重視型

を導入していない工事に比べ、半数の地方整備局

で 2週間以上短縮し、 3週間程度となっていた

（図-3）。また、工事成績評定点の平均点を比較す

ると「実績重視型」、「実績重視型以外」とも75
点程度であり、実績重視型の導入効果が明らかと

なった。 

3．総合評価方式の活用・改善等による品質

確保に関する検討について 

 「工事関連データの提供」、「情報交換の場の設

置」等の改善方策についてフォローアップを行っ

た。 
 上記改善方策の試行（工事関連データの提供：

20件、情報交換の場の設置：22件）について、

工事受注者等から「技術提案作成のための情報収

集のための時間・事務負担の軽減が図られる」、

「受発注者間の情報共有が図られ、工事内容や発

注者の意図等に関する理解が深まっている」等、

改善方策を評価する意見がなされており、所期の

目的が達成できていると考えられる（表-1及び表

-2）。  
 今後、平成 21年度の取組結果を踏まえ、マ

ニュアルの作成等を行うとともに、引き続きフォ

ローアップを継続して実施していく。 

4．施工段階から維持管理段階を通じた品質

確保・向上に向けた課題について 

 施工段階と維持・管理段階を通じた調達におけ

る課題（「設計・施工・管理の連続性に関する課

題」「管理段階に入札参加する業者の減少」「単年

度契約による課題」）への改善方策を検討した。 

 

 

図-2 落札率別の工事成績評定点（左：簡易型、右：標準型）  

図-3 公告日～入札日までの平均所要日数（平成20年度）  
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特に設備関係での維持管理において問題意識を

持っているため、設備関係を対象に検討を行うこ

ととなった。 
その結果、土木構造物や設備の施工と点検を一

体とする維持管理付き工事発注方式の枠組みを提

示した（図-4）。 

5．設計・施工一括発注方式における、受発

注者間のリスク分担についてのフォロー

アップ調査 

 「設計・施工一括及び詳細設計付き工事発注方

式実施マニュアル」（平成21年3月策定）を踏ま

え実施された設計・施工一括発注方式の工事にお

ける受発注者間のリスク分担について、フォロー

アップを行った。 
 フォローアップの結果、当該実施マニュアルに

対して「リスク分担の共通認識を得られるように

することが必要」、「高度技術提案型の総合評価の

実施方法について、事例を入れる等の充実を図る

ことが必要」等の意見があることがわかった（表

-3）。  
 今後、マニュアルの周知に努めるとともに、平

成22年度以降も引き続きフォローアップ調査し、

検討の上、企業の知的財産に配慮しつつ実施事例

を盛り込む等、必要に応じマニュアルの充実を図

るものとする。 

6．工事・総合評価落札方式等の改善に関す

る取組み方針 

 「入札契約手続きの透明性・客観性の確保」、

「審査・評価方法の透明性・客観性の確保」、「事

務の簡素化」等を基本的な方針として、総合評価

方式の改善に向けた取り組みについて提案した。 
(1)技術提案の評価結果について、具体的な評価

内容を提案企業に対して通知するとともに、上記

通知に対して問い合わせ窓口を各地方整備局に設

置することを提案し、今後実施状況のフォロー

アップを行う（図-5及び図-6）。 
(2)工事難易度の低い工事の入札参加資格要件に

ついて、過去の実績の工事量による設定を行わず、

  

  

 

表-1 工事関連データの提供に関する発注者・受注者意見 

表-2 情報交換の場の設置に関する注者・受注者意見  
図-4 施工段階と維持管理段階の調達の枠組み  

表-3 実施マニュアルに対する主な意見  
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（総合評価落札方式の技術評価における）施工能

力の評価として行うことを提案し、今後実施状況

のフォローアップを行う（図-7）。 
(3)その他、技術評価点の配点方針、技術提案の

評価方法、施工能力の評価方法、地域精通度・地

域貢献度の評価方法については、改善に向けた標

準案を提案した。今後、各地方整備局の現状等を

踏まえ、運用ガイドライン等の作成を行う（図 -
8）。  
 上記の取り組みについては、各地方整備局の事

情、現場の状況を踏まえ、実施していくことと

なった。 

7．まとめ 

 これらの懇談会における検討成果は、総合評価

方式の技術審査の改善などの運用改善を通じて、

公共工事の更なる品質確保のための施策として制

度に反映されている。引き続き平成22年度にお

いても、懇談会における議論を踏まえて公共工事

の品質確保に向けた調査研究に取り組む予定であ

る。 
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図-5 技術提案の評価結果の通知における具体的な  
評価内容の通知例 

図-6 問い合わせ窓口の設置イメージ  

図-7 入札参加資格要件における実績要件の見直しの  
イメージ 

図-8 技術評価点の配点方針  
（配点割合の標準案） 


